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訴訟の提起に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年12月12日付で下記のとおり訴訟の提起を受けましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．訴訟の提起があった裁判所及び年月日 

（1）裁 判 所 東京地方裁判所 

（2）訴訟提起日 平成 23 年 12 月 12 日（訴状到着日 平成 23 年 12 月下旬） 

 

 

２．訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 

当社は、平成 21 年９月 25 日付で原告 創路株式会社（旧商号「中小企業製造機構株式会社」とい

う）との間に無線通信機器に関する売買契約を締結し、平成 21 年９月 30 日に同商品を売却いたし

ました。 

今般、原告側から当該売買契約に基づく商品購入は、本商品の市場価値と乖離し暴利行為である

ため公序良俗違反にあたり無効として、当該売買価額から原告による既売却額を控除した額の返還

を求める訴えがなされたものであります。 

 

 

３．訴訟を提起した者 

（1）名 称 創路株式会社 

（2）本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目 23 番 11 号 

（3）代表者の役職氏名 代表取締役 井村 和則 

 

 

４．訴訟内容及び訴訟の目的の価額 

（1）訴 訟 内 容 公序良俗違反に基づく不当利得返還請求 

（2）訴訟の目的の価額 １億 2,483 万 2,400 円（連結純資産割合：30.8％） 

 

 

５．今後の見通し 

当社といたしましては、当該売買契約及び同商品の売却は何ら瑕疵のない正当なものであると認

識しております。また、原告の訴えは不当であり極めて遺憾であるとともに、原告の主張に対する

反論を行ってまいります。 

なお、当社の業績に与える影響はないものと認識しておりますが、必要に応じて速やかにお知ら

せいたします。 

 

 

以上 


